
「支えあう 心でつなぐ 可児のまち」

高
齢
化
や
核
家
族
化
が
進
む
な
か
、「
一

人
暮
ら
し
の
人
や
体
の
不
自
由
な
人
な
ど
を

地
域
で
見
守
り
、
支
え
合
い
、
安
心
し
て
暮

ら
せ
る
ま
ち
を
地
域
の
皆
さ
ん
で
つ
く
る
」

た
め
の
制
度
で
す
。

現
在
は
、
民
生
児
童
委
員
が
こ
う
し
た

見
守
り
活
動
や
援
護
を
必
要
と
す
る
人
の
状

況
な
ど
を
把
握
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
さ

ら
に
高
齢
化
が
進
む
と
、
近
所
な
ど
、
よ
り

多
く
の
人
で
見
守
り
活
動
を
行
う
事
が
、
安

心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち
に
な
り
ま
す
。
そ
の

人
た
ち
を
「
地
域
福
祉
協
力
者
」（
愛
称
「
見

守
り
パ
ー
ト
ナ
ー
」）
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
ま

し
た
。

こ
の
制
度
の
導
入
に
向
け
て
、
試
験
的
に
こ

の
制
度
を
行
う
試
行
地
区
を
選
定
し
、
協
議

を
進
め
て
い
ま
す
。

市
は
、
民
生
児
童
委
員
の
協
力
で
、
見

守
り
が
必
要
な
人
の
現
状
把
握
に
努
め
て

い
ま
す
。
昨
年
10
月
１
日
現
在
で
は
、
一
人

暮
ら
し
や
認
知
症
、
寝
た
き
り
の
人
な
ど
、

２
１
１
５
人
が
援
護
を
必
要
と
し
て
お
り
、

そ
の
う
ち
１
１
９
７
人
が
一
人
暮
ら
し
で

す
。一

人
暮
ら
し
の
人
は
、
お
お
む
ね
半
年
で

30
人
ず
つ
増
加
し
て
い
ま
す
。

地域で見守る地域で見守る
地域福祉協力者制度地域福祉協力者制度をを試行試行

市は、見守りが必要な人を地域で見守る「地域福祉協力者制度」を始めます。
この機会に、近所の人や地域での見守り活動について、考えてみませんか。

高
齢
化
率
と
は
、
総
人
口
の
う
ち
、
65
歳

以
上
の
高
齢
者
人
口
が
占
め
る
割
合
の
こ
と

で
す
。
市
の
高
齢
化
率
は
右
肩
上
が
り
で
推

移
し
て
お
り
、
平
成
22
年
４
月
１
日
現
在
で

19
・
14
％
で
す
。
市
の
推
計
で
は
、
10
年
後

の
平
成
32
年
に
は
、
29
％
を
超
え
る
と
予
想

さ
れ
て
い
ま
す
。
地
区
に
よ
っ
て
は
平
成
21

年
10
月
１
日
現
在
の
高
齢
化
率
が
33
％
を
超

え
る
地
区
も
あ
り
、
高
齢
社
会
へ
の
対
応
が

喫き
っ
き
ん緊

の
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

※
可
児
市
地
域
福
祉
計
画
は
、
社
会
福
祉

法
に
規
定
す
る
市
町
村
の
地
域
福
祉

計
画
で
す
。
制
度
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス

を
利
用
す
る
だ
け
で
な
く
、
市
民
が

お
互
い
に
助
け
合
う
関
係
や
、
そ
の

仕
組
み
を
つ
く
っ
て
い
く
「
地
域
福

祉
」
を
推
進
す
る
た
め
の
も
の
で
す
。

地
域
福
祉
協
力
者
制
度
と
は

こ
の
制
度
は
、
平
成
21
年
３
月
に
市
民

の
皆
さ
ん
と
共
に
ま
と
め
た
「※

可
児
市
地
域

福
祉
計
画
」（
５
カ
年
計
画
）
の
重
点
目
標

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
施
策
で
す
。市
は
、

可
児
市
は
高
齢
化
が
進
ん
で
い
る
？

見
守
り
が
必
要
な
人
は

 

ど
の
く
ら
い
い
る
の
？

計画書の表紙

29
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H19.4.1 H20.4.1 H21.4.1 H22.4.1 H32（推計）

（％）

可児市の高齢化率
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一
部
地
区
で
試
行

こ
の
よ
う
に
、
高
齢
化
や
援
護
が
必
要
な

人
の
増
加
な
ど
に
よ
っ
て
、
こ
れ
か
ら
も
近

隣
同
士
の
支
え
合
い
、
見
守
り
活
動
な
ど
が

大
切
に
な
っ
て
い
ま
す
。

市
は
、
地
域
福
祉
協
力
者
制
度
を
よ
り
確

か
な
も
の
に
す
る
た
め
、
一
部
の
地
区
で
こ

の
制
度
を
導
入
（
試
行
）
し
ま
す
。
導
入
に

あ
た
り
、
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
仕
組
み

に
し
て
い
く
の
か
な
ど
を
、
関
係
す
る
各
種

団
体
の
代
表
者
に
意
見
を
お
聞
き
し
、
検
討

を
進
め
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、
こ
の
制
度
の
概
要
が
ま
と
ま

り
ま
し
た
の
で
、
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
今
回

お
知
ら
せ
す
る
概
要
は
、
試
行
段
階
で
の
も

の
で
す
。
今
後
、
修
正
を
加
え
て
本
格
的
に

導
入
し
て
い
き
ま
す
。

市が目指す地域像「支えあう　心でつなぐ　可児のまち」の実現に向けて、自ら取り組む市民を市長が地
域福祉協力者（愛称：見守りパートナー）として認証し、その活動を支援します。

　・地域福祉の増進に理解と熱意のある人
　・ボランティア精神で活動できる人
　・地域住民に信望があり、地域住民のパイプ役として活動できる人
　・活動中に知り得た秘密を守り、責任を持って活動に取り組める人

地域福祉協力者は、近隣住民相互の支えあう心をもって、次の活動を行います。そのほか、必要な福祉ニー
ズに対する活動を、自らのできる範囲で自発的に行っていただければ結構です。近所の人やお友達同士といっ
た協力者自身のお付き合いの中で、高齢者や体の弱い人の見守りや気配りを、できる範囲（無理のない範囲）
でお願いします。
（１） ひとり暮らし高齢者、高齢者夫婦世帯への安否確認、および日常的な見守り支援活動
　　 たとえば、日常の生活で、
　　　・同じ洗濯物を、いつまでも干していないか
　　　・新聞受けに新聞がたまっていないか
　　　・玄関の門灯や室内の照明、テレビなどがつけっぱなしになっていないか　などを確認する
（２）民生児童委員のパートナーとして、必要に応じて安否の状況や福祉ニーズを民生児童委員などへ伝え

たり、福祉サービス等の情報を民生児童委員から得るなど連携・協力した活動

民生児童委員は、市内全域を担当地区ごとに
活動を行っていますが、地域福祉協力者は、担
当地区を設けません。そのため、民生児童委員
の担当エリアをまたぐ場合もありますし、地域
福祉協力者同士で見守りの地区が重複する場合
もあります。

援護が必要な一人暮らしの人
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①活動を認証します

③どんな活動をする人ですか？ 

②どういう人がなれますか？

④担当エリアはありますか？

地域福祉協力者制度の概要地域福祉協力者制度の概要（試行段階）（試行段階）

問合先　福祉課

3　広報かに  2010.6.1


